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告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
十
二
号 

 
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定

非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
活
動
予
算
書
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間
、
県

民
生
活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
及
び
埼
玉
県
南
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方

法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（h

t
t
p
:
/
 

/
w
w
w
.
s
a
i
t
a
m
a
k
e
n
-
n
p
o
.
n
e
t
/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
七
年
十
一
月
十
六
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

 
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ふ
じ
み
野
み
ら
い 

三 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

水
谷 

敏
彦 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
ふ
じ
み
野
市
市
沢
二
丁
目
十
四
番
二
十
三
号 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 
 

こ
の
法
人
は
、
ふ
じ
み
野
市
及
び
隣
接
市
町
の
住
民
に
対
し
、
地
域
課
題
の
解
決
に
資
す
る

活
動
を
行
い
、
住
み
よ
い
ま
ち
づ
く
り
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
十
三
号 

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、

定
款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提

出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。 な

お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
並
び
に
当
該
定
款
の
変
更
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度

及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
活
動
予
算
書
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間
、

県
民
生
活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
及
び
埼
玉
県
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方

法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

（h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
s
a
i
t
a
m
a
k
e
n
-
n
p
o
.
n
e
t
/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
七
年
十
一
月
十
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

（
変
更
前
）
特
定
非
営
利
活
動
法
人
ヒ
ュ
ー
マ
ン
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
サ
ー
ビ
ス
埼
玉 

（
変
更
後
）
特
定
非
営
利
活
動
法
人
ヒ
ュ
ー
マ
ン
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク 

三 

代
表
者
の
氏
名 

桑
原 

哲
也 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
所
沢
市
東
狭
山
ヶ
丘
六
丁
目
二
千
七
百
九
十
六
番
一 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

（
変
更
前
）
こ
の
法
人
は
、
市
民
に
対
し
て
、
介
護
保
険
制
度
の
は
ざ
ま
に
あ
る
介
護
サ
ー

ビ
ス
適
用
困
難
者
へ
の
対
応
、
障
が
い
者
の
雇
用
、
社
会
参
加
を
促
進
す
る
た
め
関
係
機
関
と

連
携
し
、
情
報
の
交
換
及
び
共
有
を
図
り
、
広
く
社
会
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

（
変
更
後
）
こ
の
法
人
は
、
市
民
に
対
し
て
、
災
害
時
に
お
け
る
被
災
者
相
互
支
援
を
行
い
、

介
護
保
険
制
度
の
は
ざ
ま
に
あ
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
適
用
困
難
者
へ
の
対
応
を
促
進
す
る
た
め
関

係
機
関
と
連
携
し
、
情
報
の
交
換
及
び
共
有
を
図
り
、
広
く
社
会
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
。 



告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
十
四
号 

 
狭
山
市
か
ら
狭
山
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の

で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
環
境
部
み
ど
り
自
然
課
に
お

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
十
五
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
意
見
を
次

の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

意
見
の
概
要 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

株
式
会
社
住
友
倉
庫
（
仮
称
）
戸
田
駅
前
商
業
施
設 

 
 

 

埼
玉
県
戸
田
市
大
字
新
曽
七
百
四
十
―
一
外
（
新
曽
第
一
土
地
区
画
整
理
事
業
地
内
百
二

十
四
街
区
） 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
の
意
見
の
概
要 

 
 

⑴ 

違
法
駐
車
等
が
発
生
し
な
い
よ
う
に
、
来
店
者
の
見
や
す
い
場
所
に
駐
車
場
及
び
駐
輪

場
の
案
内
看
板
等
を
設
置
す
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。 

⑵ 

店
舗
周
辺
の
道
路(

歩
道
含
む)

に
お
い
て
、
車
両
及
び
歩
行
者
が
安
全
に
通
行
で
き
る

環
境
を
創
出
す
る
た
め
、
交
通
整
理
員
の
配
置
や
警
備
員
等
に
よ
る
見
回
り
、
注
意
喚
起

等
、
違
法
駐
車
車
両
や
放
置
自
転
車
の
防
止
対
策
に
つ
い
て
、
配
慮
す
る
よ
う
お
願
い
し

ま
す
。 

⑶ 

違
法
駐
車
さ
せ
な
い
雰
囲
気
づ
く
り
の
た
め
、
違
法
駐
車
を
禁
止
す
る
表
示
を
す
る
等

の
対
策
を
講
じ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。 

⑷ 

監
視
カ
メ
ラ
の
設
置
や
警
備
員
に
よ
る
見
回
り
の
実
施
、
犯
罪
防
止
啓
発
ポ
ス
タ
ー
の

掲
示
等
、
防
犯
対
策
に
配
慮
す
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。 

⑸ 

当
該
施
設
は
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
を
は

じ
め
と
し
た
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
の
基
準
が
適
用
に
な
る
た
め
、
移
動
等
の
円
滑
化
が
図
ら

れ
る
と
考
え
ま
す
が
、
完
成
後
に
は
多
く
の
利
用
者
が
想
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
バ
リ
ア

フ
リ
ー
化
の
維
持
管
理
に
つ
い
て
徹
底
す
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
十
二
月
二
十
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
南
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
十
六
号 

 
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知

を
受
け
た
の
で
、
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

 

埼
玉
県
秩
父
市
荒
川
日
野
字
落
倉
一
五
一
一
、
一
五
二
一
、
一
五
二
四
、
一
五
二
七
、
一
五

二
八
、
字
姥
ヶ
平
一
九
二
三
、
字
ヲ
バ
タ
一
九
三
九
、
字
蝉
一
九
四
一
の
一
か
ら
一
九
四
一
の

三
ま
で
、
字
倉
掛
ケ
一
九
四
四
の
一
、
一
九
四
四
の
二
、
一
九
四
五
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に

限
る
。
）
、
字
世
戸
沢
一
九
四
六
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
荒
川
白
久
字
相
浦
一
九
九

三
の
一
、
字
岩
峯
一
九
九
四
か
ら
一
九
九
七
ま
で
、
一
九
九
九
の
一
か
ら
一
九
九
九
の
七
ま
で
、

二
〇
〇
〇
の
一
、
二
〇
〇
〇
の
二
、
二
〇
〇
一
か
ら
二
〇
〇
三
ま
で
、
字
本
谷
二
一
九
八
の
一
、

字
山
居
平
二
一
九
九
、
二
二
〇
〇
の
一
、
二
二
〇
〇
の
二
、
二
二
〇
三
か
ら
二
二
〇
八
ま
で
、

字
船
沢
二
二
〇
九
、
二
二
一
〇
、
二
二
一
一
の
一
、
二
二
一
一
の
二
、
二
二
一
二
、
字
二
見
谷

二
二
一
三
、
二
二
一
四
の
一
、
二
二
一
四
の
二
、
二
二
二
五
、
字
聖
前
二
五
三
八
の
一
、
二
五

三
八
の
二
、
二
五
三
九
、
二
五
四
〇
、
二
五
四
一
の
一
、
二
五
四
一
の
三
、
二
五
四
二
か
ら
二

五
四
七
ま
で
、
二
五
四
八
の
一
か
ら
二
五
四
八
の
三
ま
で
、
二
五
四
九
か
ら
二
五
五
五
ま
で
、

荒
川
上
田
野
字
南
山
二
五
七
三
か
ら
二
五
七
七
ま
で
、
荒
川
白
久
字
聖
前
二
五
四
一
の
一
地

先
・
二
五
四
二
地
先
・
二
五
四
三
地
先
・
二
五
四
四
地
先
・
二
五
四
八
の
一
地
先
（
以
上
五
筆

地
先
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
荒
川
上
田
野
字
南
山
二
五
七
九
（
次
の
図
に
示
す
部

分
に
限
る
。
） 

二 

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

 
 

水
源
の
涵か

ん

養 

三 

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

 

イ 

立
木
の
伐
採
の
方
法 

㈠ 

主
伐
に
関
わ
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。 

㈡ 

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に

 

係
る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

 
 

㈢ 

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

ロ 

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種 

 
 

 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
埼
玉
県
庁



及
び
秩
父
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
） 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
十
七
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
川
口
市
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た

の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

川
口
市 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
道
路
台
帳
図
等
補
正
測
量
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

川
口
市
八
幡
木
一
丁
目
及
び
八
幡
木
三
丁
目
地
区 

四 

作
業
期
間 

 
 

平
成
二
十
七
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
十
八
号 

 
平
成
二
十
七
年
埼
玉
県
告
示
第
千
五
十
一
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
は
、
平
成
二
十
七
年
九
月

三
十
日
終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
川
越
市
か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和

二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
十
九
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
幸
手
市
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た

の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

幸
手
市 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

幸
手
市
南
二
丁
目
地
内
外 

四 

作
業
期
間 

 
 

平
成
二
十
七
年
十
一
月
六
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
二
十
号 

 
都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
所

沢
東
町
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合
か
ら
理
事
長
の
氏
名
及
び
住
所
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の

と
お
り
公
告
す
る
。 

平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

 

氏
名 

 

田
畑 

大
介 

 

住
所 

 

埼
玉
県
所
沢
市
東
町
十
二
番
十
三
号 

 



告

示 

埼
玉
県
川
越
県
税
事
務
所
長
告
示
第
二
号 

 
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
百
四
十
四
条
の
九
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
特
約
業
者
の
指
定
を
取
り
消
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
日 

埼
玉
県
川
越
県
税
事
務
所
長 

林 
 

 

裕 

治 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

指

定

取

消

年

月

日 

主
た
る
事
務
所
又
は 

事

業

所

の

所

在

地 

代

表

者

の

氏

名

 

氏

名

又

は

名

称

 

平
成
二
十
七
年
九
月
三
十
日 

埼
玉
県
川
越
市
大
字
小
仙
波
六
百
七
十
一 

 

代
表
取
締
役 

山
口 

佳
郎 

有
限
会
社
山
口
油
材 



告

示 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
百
三
十
号 

 
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ

り
、
道
路
の
指
定
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。 

平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
日 

川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

大 

槻 

淳 

一 

 



第
十
三
号 

指

定

番

号 

建

築

基

準

法 

第

四

十

二

条 
第
一
項
第
四
号 

指

定

に

係

る 

道

路

の

種

類 

平
成
二
十
七
年 

 

十
一
月
十
一
日 

 

指

定

の

年

月

日 

日
高
市
大
字
高
萩
字
梨
ノ
木
二
千
三
百
三
十
八
番
一
か
ら 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

二
千
三
百
四
十
番
三
ま
で 

 

日
高
市
大
字
高
萩
字
堀
之
内
二
百
十
九
番 

 

日
高
市
大
字
高
萩
字
堀
之
内
二
百
二
十
七
番
三
か
ら 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

二
百
二
十
五
番
一
ま
で 

 

日
高
市
大
字
高
萩
字
王
神
二
千
四
百
三
十
六
番
三
か
ら 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

二
千
四
百
三
十
六
番
四
ま
で 

 

日
高
市
大
字
高
萩
字
梨
ノ
木
二
千
三
百
四
十
番
三
か
ら 

 
 
 
 
 
 
 
 

字
王
神
二
千
四
百
三
十
六
番
五
ま
で 

 

日
高
市
大
字
高
萩
字
西
新
宿
二
千
三
百
十
五
番
七
か
ら 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

二
千
三
百
十
二
番
三
ま
で 

 

日
高
市
大
字
高
萩
字
西
新
宿
二
千
三
百
十
二
番
四
か
ら 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

二
千
三
百
十
二
番
一
ま
で 

 

日
高
市
大
字
高
萩
字
上
宿
六
番
一
か
ら 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

六
番
五
ま
で 

指

定

に

係

る

道

路

の

位

置 

八
・
九
九 

  

二
十
四
・
八
五 

 

百
四
十
・
七
二 

  

三
十
・
〇 

  

百
七
十
四
・
四
五 

  

十
四
・
〇 

  

八
十
六
・
一
六 

  

四
十
七
・
一
五 

  

指

定

に

係

る 

道

路

の

延

長 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 

十
八
・
〇 

  

十
六
・
〇 

 

十
六
・
〇 

  

十
三
・
〇 

  

十
三
・
〇 

  

十
三
・
〇 

  

十
三
・
〇 

  

九
・
〇 

   

指

定

に

係

る 

道

路

の

幅

員 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 



 

 
 

 

日
高
市
大
字
高
萩
字
王
神
二
千
四
百
三
十
五
番
三
か
ら 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

二
千
四
百
四
十
一
番
ま
で 

 

日
高
市
大
字
高
萩
字
王
神
二
千
四
百
三
十
五
番
四
か
ら 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

二
千
四
百
三
十
五
番
三
ま
で 

 

日
高
市
大
字
高
萩
字
下
宿
七
十
番
二
か
ら 

 
 
 
 
 
 
 

字
六
郎
ヶ
谷
戸
百
四
十
九
番
一
ま
で 

 

日
高
市
大
字
高
萩
字
六
郎
ヶ
谷
戸
百
三
十
番
二 

 

日
高
市
大
字
高
萩
字
六
郎
ヶ
谷
戸
百
四
十
九
番
一
か
ら 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

百
五
十
一
番
二
ま
で 

 
日
高
市
大
字
高
萩
字
上
宿
十
二
番
か
ら 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

五
十
三
番
四
ま
で 

 

日
高
市
大
字
高
萩
字
上
宿
十
四
番
一
か
ら 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

十
四
番
二
ま
で 

 

日
高
市
大
字
高
萩
字
拾
石
二
千
三
百
六
十
番
一
か
ら 

 
 
 
 
 
 
 
 

字
王
神
二
千
四
百
二
十
七
番
七
ま
で 

七
十
七
・
〇 

  

三
十
九
・
三
四 

  

百
六
十
三
・
二
七 

  

六
・
四
八 

 

十
・
四 

  

五
十
三
・
〇
八 

  

二
十
・
六
五 

  

二
十
七
・
〇 

九
・
〇 

  

九
・
〇 

  

五
・
〇
～
六
・
〇 

  

六
・
〇 

 

六
・
〇 

  

六
・
〇 

  

六
・
〇 

  

六
・
〇 

  



告

示 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
百
三
十
一
号 

 
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ

り
、
平
成
十
三
年
十
一
月
十
九
日
第
二
十
五
号
、
平
成
二
十
三
年
一
月
十
三
日
第
十
号
で
指
定
し

た
道
路
を
次
の
と
お
り
取
り
消
し
た
。 

平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
日 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

大 

槻 

淳 

一 

 



 

第
十
三
号 

取

消

番

号 
建

築

基

準

法 

第

四

十

二

条 

第
一
項
第
四
号 

指
定
の
取
消
し
に 

係
る
道
路
の
種
類 

平
成
二
十
七
年 

 

十
一
月
十
一
日 

 

指
定
の
取
消
し
の 

年

月

日 

日
高
市
大
字
高
萩
字
堀
之
内
二
百
二
十
五
番
二
か
ら 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

二
百
二
十
七
番
三
ま
で 

 

日
高
市
大
字
高
萩
字
王
神
二
千
四
百
四
十
一
番
か
ら 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

二
千
四
百
三
十
五
番
三
ま
で 

 

日
高
市
大
字
高
萩
字
下
宿
六
十
九
番
一
か
ら 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

七
十
番
二
ま
で 

指

定

の

取

消

し

に

係

る

道

路

の

位

置 

百
二
十
・
〇 

  

七
十
七
・
〇 

  

六
十
三
・
〇 

指

定

の

取

消

し

に 

係

る

道

路

の

延

長 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 

五
・
〇 

  

六
・
〇 

  

六
・
〇 

指

定

の

取

消

し

に 

係

る

道

路

の

幅

員 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 



告

示 

埼
玉
県
病
院
事
業
告
示
第
七
十
四
号 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
日  

 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
者 

名 

和 
 

 

肇 
 

 

 



１   調達案件名及び数量  

  埼玉県立小児医療センター新病院移転業務委託 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県立小児医療センター 埼玉県さいたま市岩槻区馬込 2100 番地 

３ 落札者を決定した日 

  平成 27 年 10 月８日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  日本通運株式会社 埼玉支店 

  埼玉県さいたま市中央区下落合 1079 番１号 

５ 落札金額 

  ６４８，５００，０００円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  平成 27 年８月 21 日 

 

 



告

示 

埼
玉
県
監
査
委
員
告
示
第
十
六
号 

埼
玉
県
包
括
外
部
監
査
人
が
実
施
し
た
平
成
二
十
六
年
度
の
監
査
結
果
に
基
づ
き
講
じ
た
措
置

に
つ
い
て
、
埼
玉
県
知
事
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六

十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
三
十
八
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
監
査
委
員 

寺 

山 

昌 

文 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

埼
玉
県
監
査
委
員 

荒 

井 

伸 

夫 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

埼
玉
県
監
査
委
員 

宮 

崎 

栄
治
郎 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

埼
玉
県
監
査
委
員 

小 

林 

哲 

也 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                       



                             

平成２６年度包括外部監結果に対する措置状況

　監査テーマ：埼玉県の下水道事業における財務に関する事務の執行について

項　目 概　　　　　要

棚卸資産の計
上漏れ【報告
書70ページ】

【指摘1】棚卸資産の計上漏れ
　県は、公社から薬品の返品について知らされていなかったために、その返品の事実を認
識していなかった。そのため、期末時における返品薬品が棚卸資産として計上されていな
い。つまり、公社にも県にも計上されておらず、宙に浮いた状態であった。
　ちなみに、平成25年度末における薬品の棚卸資産計上漏れは、約76百万円である。

 埼玉県下水道公社と協議を行い、未使用の薬品等については、平
成２６年度決算から下水道公社の棚卸資産として計上を行うことと
した。 下水道管理課

固定資産台帳
と現物の不一
致
【報告書88
ページ】

【指摘2】固定資産台帳と現物の不一致
　新設工事が開始されたことにより、対応する旧設備自体は撤去されたが、新設工事の完
成に合わせて旧設備の除却報告書を提出していた。そのため、現物は撤去済みにもかかわ
らず台帳上は資産が存在していることになっており、実態と処理が不一致となるなどの
ケースがあった。
　また、一体として稼働している施設を除却する際に、部分的な除却がなされても、全て
の施設が除却されるまでは除却報告書を提出していない。これも、実態と処理が不一致と
なるケースである。
　固定資産台帳上の資産と現物の資産は常に一致させるべきである。そのために、適切な
時期に除却の報告書が提出されるような業務フローの改善や、定期的な実査の実施など、
固定資産管理に関する事務処理を改善していく必要がある。

　平成２７年６月に下水道局における固定資産の会計処理や管理方
法をまとめたマニュアルを作成した。
　その中で、固定資産を更新、廃棄した場合は除却処理を行い固定
資産台帳から除外することを明記した。
　また、固定資産台帳と現物の一致を確認するため、毎事業年度の
実査について統一的な方法を定め、平成２７年９月１１日までに全
ての事務所で実地照合を完了した。

下水道管理課

監　　　査　　　結　　　果
監査結果に基づき、又は参考として講じた措置の内容 担当課所



告

示 

埼
玉
県
監
査
委
員
告
示
第
十
七
号 

 
埼
玉
県
監
査
委
員
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
監
査
委
員 

寺 

山 

昌 

文 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
監
査
委
員 

荒 

井 

伸 

夫 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
監
査
委
員 

宮 

崎 

栄
治
郎 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
監
査
委
員 

小 

林 

哲 

也 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
監
査
委
員
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る 

 
 

 

 
 

 

告
示 

 

埼
玉
県
監
査
委
員
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
七
年
埼
玉
県
監

査
委
員
告
示
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
六
条
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
第
二
条
第
四
項
第
一
号
」
を
「
第
二
条
第
六
項
第
一
号
」
に

改
め
る
。 

 

第
七
条
中
「
第
二
条
第
四
項
第
二
号
」
を
「
第
二
条
第
六
項
第
二
号
」
に
、
「
第
二
条
第
四
項

第
一
号
」
を
「
第
二
条
第
六
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。 

 

第
九
条
第
六
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
法
定
代
理
人
」
の
下
に
「
（
保
有
特

定
個
人
情
報
に
あ
っ
て
は
、
未
成
年
者
若
し
く
は
成
年
被
後
見
人
の
法
定
代
理
人
又
は
本
人
の
委

任
に
よ
る
代
理
人
）
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
当
該
法
定
代
理

人
は
、
開
示
請
求
書
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
」
を
「
次
に
掲
げ
る
事
項
（
保
有
特
定
個
人
情
報
を

本
人
の
委
任
に
よ
る
代
理
人
が
開
示
請
求
を
す
る
場
合
に
は
、
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事

項
）
を
開
示
請
求
書
に
」
に
改
め
、
同
項
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、

第
一
号
を
第
二
号
と
し
、
同
項
に
第
一
号
と
し
て
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

一 

法
定
代
理
人
又
は
本
人
の
委
任
に
よ
る
代
理
人
の
別 

 

第
九
条
第
四
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

４ 

条
例
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
保
有
特
定
個
人
情
報
を
本
人
の
委
任
に
よ
る
代
理
人 

 
 

 

が
開
示
請
求
を
す
る
場
合
に
は
、
当
該
代
理
人
は
、
本
人
の
記
名
及
び
押
印
が
あ
る
委
任
状
（
当 

 

 

該
委
任
状
に
押
印
さ
れ
た
印
鑑
に
係
る
印
鑑
登
録
証
明
書
が
添
付
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
そ 

 

 

の
他
の
そ
の
資
格
を
証
明
す
る
書
類
と
し
て
監
査
委
員
が
適
当
と
認
め
る
も
の
を
監
査
委
員
に 

 

提
示
し
、
又
は
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
十
八
条
中
「
第
四
項
第
三
号
、
第
五
項
及
び
第
六
項
」
を
「
第
五
項
第
四
号
、
第
六
項
及
び

第
七
項
」
に
、
「
及
び
第
四
項
」
を
「
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
」
に
改
め
る 

 
 

 

附 

則 



 

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



告

示 

埼
玉
県
収
用
委
員
会
告
示
第
二
号 

 
平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
一
日
、
土
地
収
用
法
第
四
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
収
用
の
裁
決
手
続
開
始
の
決
定
を
し
た
の
で
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
収
用
委
員
会
会
長 

白 

鳥 

敏 

男 
 

 
 

一 

事
件
番
号 

 
 

埼
玉
県
収
用
委
員
会
平
成
二
十
七
年
度
第
三
号 

二 

起
業
者
の
名
称
及
び
住
所 

 
 

埼
玉
県 

代
表
者 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号 

三 

事
業
の
種
類 

 
 

一
般
国
道
四
〇
七
号
改
築
工
事
（
埼
玉
県
東
松
山
市
大
字
下
野
本
字
久
保
原
地
内
か
ら
同
市 

大
字
下
野
本
字
後
拝
地
内
ま
で
） 

四 

裁
決
手
続
開
始
の
決
定
を
し
た
土
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
面
積 

 
 

土
地
の
所
在 

埼
玉
県
東
松
山
市
大
字
下
野
本
字
下
野
本 

 
 

地 
 

 

番 

六
八
四
番
一 

 
 

地 
 

 

目 

登
記
簿 

畑 

 
 

 
 

 
 

 
 

現 

況 

畑 

 
 

面 
 

 

積 

登
記
簿 

千
二
十
四
平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 
 

 
 

 
 

実 

測 

千
十
六
平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

裁
決
手
続
開
始
の
決
定
を
し
た
土
地
の
面
積 

二
百
三
十
七
・
六
七
平
方
メ
ー
ト
ル 

五 

土
地
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所 

 
 

氏 
 

 

名 

柴
生
田 

夏 

吉 

 
 

住 
 

 

所 

埼
玉
県
東
松
山
市
大
字
下
野
本
七
一
九
番
地 

た
だ
し
、
同
人
は
平
成
二
年
二
月
二
十
六
日
死
亡 

 
 

法
定
相
続
人 

 
 

氏 
 

 

名 

伊 

藤 

絹 

子
（
持
分
六
四
分
の
八
） 

 
 

住 
 

 

所 

神
奈
川
県
横
浜
市
西
区
戸
部
町
五
丁
目
二
〇
一
番
地 

 
 

氏 
 

 

名 

柴
生
田 

光 

政
（
持
分
六
四
の
八
） 

 
 

住 
 

 

所 

埼
玉
県
東
松
山
市
御
茶
山
町
五
番
地
一
七 

 
 

氏 
 

 

名 

柴
生
田 

民 

子
（
持
分
六
四
の
二
） 

 
 

住 
 

 

所 

埼
玉
県
東
松
山
市
大
字
下
野
本
六
八
四
番
地
三 

 
 

氏 
 

 

名 

岩 

口 

由 

美
（
持
分
六
四
分
の
三
） 



 
 

住 
 

 

所 

埼
玉
県
東
松
山
市
大
字
柏
崎
八
六
八
番
地
一
六 

 
 

氏 
 

 

名 

田 

嶋 

聖 

恵
（
持
分
六
四
分
の
三
） 

 
 

住 
 

 

所 

埼
玉
県
東
松
山
市
御
茶
山
町
二
三
番
地
二 

 
 

氏 
 

 

名 

柳 

澤 

良 

子
（
持
分
六
四
分
の
八
） 

 
 

住 
 

 
所 

埼
玉
県
東
松
山
市
材
木
町
一
四
番
地
一
八
号 

 
 

氏 
 

 

名 
堀 

 
 

節 

子
（
持
分
六
四
分
の
八
） 

 
 

住 
 

 

所 

埼
玉
県
東
松
山
市
元
宿
一
丁
目
二
〇
番
地
四 

 
 

氏 
 

 

名 

柴
生
田 

 
 

（
持
分
六
四
分
の
八
） 

 
 

住 
 

 

所 

埼
玉
県
東
松
山
市
元
宿
一
丁
目
三
九
番
地
三 

 
 

氏 
 

 

名 

柴
生
田 

多
惠
子
（
持
分
六
四
分
の
八
） 

 
 

住 
 

 

所 

埼
玉
県
東
松
山
市
元
宿
一
丁
目
三
九
番
地
三 

 
 

氏 
 

 

名 

柴
生
田 

 
 

実
（
持
分
六
四
分
の
八
） 

 
 

 
 

住 
 

 

所 

埼
玉
県
東
松
山
市
大
字
下
野
本
七
一
九
番
地
一 

 

た
だ
し
、
持
分
に
つ
い
て
は
法
定
相
続
割
合
で
あ
る
。 

六 

土
地
に
関
し
て
権
利
を
有
す
る
関
係
人
の
氏
名
、
住
所
及
び
権
利
の
種
類 

 
 

氏 
 

 

名 

埼
玉
中
央
農
業
協
同
組
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

代
表
理
事 

利
根
川 

洋 

治 

 
 

住 
 

 

所 

埼
玉
県
東
松
山
市
加
美
町
一
番
二
〇
号 

 
 

権
利
の
種
類 

根
抵
当
権 



告

示 

埼
玉
県
収
用
委
員
会
告
示
第
三
号 

 
平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
一
日
、
土
地
収
用
法
第
四
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
収
用
の
裁
決
手
続
開
始
の
決
定
を
し
た
の
で
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
収
用
委
員
会
会
長 

白 

鳥 

敏 

男 
 

 
 

一 

事
件
番
号 

 
 

埼
玉
県
収
用
委
員
会
平
成
二
十
七
年
度
第
三
号 

二 

起
業
者
の
名
称
及
び
住
所 

 
 

埼
玉
県 

代
表
者 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号 

三 

事
業
の
種
類 

 
 

一
般
国
道
四
〇
七
号
改
築
工
事
（
埼
玉
県
東
松
山
市
大
字
下
野
本
字
久
保
原
地
内
か
ら
同
市 

大
字
下
野
本
字
後
拝
地
内
ま
で
） 

四 

裁
決
手
続
開
始
の
決
定
を
し
た
土
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
面
積 

 
 

土
地
の
所
在 

埼
玉
県
東
松
山
市
大
字
下
野
本
字
下
野
本 

 
 

地 
 

 

番 

六
八
四
番
三 

 
 

地 
 

 

目 

登
記
簿 

宅 

地 

 
 

 
 

 
 

 
 

現 

況 

宅 

地 

 
 

面 
 

 

積 

登
記
簿 

四
百
九
十
六
・
〇
八
平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 
 

 
 

 
 

実 

測 

四
百
九
十
六
・
六
三
平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

裁
決
手
続
開
始
の
決
定
を
し
た
土
地
の
面
積 

四
十
五
・
八
〇
平
方
メ
ー
ト
ル 

五 

土
地
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所 

 
 

氏 
 

 

名 

柴
生
田 

民 

子
（
持
分
四
分
の
二
） 

 
 

住 
 

 

所 

埼
玉
県
東
松
山
市
大
字
下
野
本
六
八
四
番
地
三 

 
 

氏 
 

 

名 

岩 

口 

由 

美
（
持
分
四
分
の
一
） 

 
 

住 
 

 

所 

埼
玉
県
東
松
山
市
大
字
柏
崎
八
六
八
番
地
一
六 

 
 

氏 
 

 

名 

田 

嶋 

聖 

恵
（
持
分
四
分
の
一
） 

 
 

 
 

住 
 

 

所 

埼
玉
県
東
松
山
市
御
茶
山
町
二
三
番
地
二 

六 

土
地
に
関
し
て
権
利
を
有
す
る
関
係
人
の
氏
名
、
住
所
及
び
権
利
の
種
類 

 
 

氏 
 

 

名 

埼
玉
中
央
農
業
協
同
組
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

代
表
理
事 

利
根
川 

洋 

治 

 
 

住 
 

 

所 

埼
玉
県
東
松
山
市
加
美
町
一
番
二
〇
号 

 
 

権
利
の
種
類 

根
抵
当
権 



告

示 

第
一
号 

埼
玉
県
監
査
委
員
の
所
管
す
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規

程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
監
査
委
員 

寺 

山 

昌 

文 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
監
査
委
員 

荒 

井 

伸 

夫 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
監
査
委
員 

宮 

崎 

栄
治
郎 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
監
査
委
員 

小 

林 

哲 

也 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
埼
玉
県
代
表
監
査
委
員 

寺 

山 

昌 

文 

 
 

 

埼
玉
県
監
査
委
員
の
所
管
す
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す 

 
 

 

る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 

埼
玉
県
監
査
委
員
の
所
管
す
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規 

 
 

 
 

 
 

 

埼

玉

県

監

査

委

員 

程
（
平
成
十
六
年 

 
 

 
 

 
 

 
 

告
示
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
代
表
監
査
委
員 

 

第
四
条
第
二
項
第
一
号
中
「
電
子
署
名
に
係
る
地
方
公
共
団
体
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
」

を
「
電
子
署
名
等
に
係
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
」
に
、

「
電
子
証
明
書
」
を
「
署
名
用
電
子
証
明
書
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  

埼

玉

県

監

査

委

員

告

示 
埼
玉
県
代
表
監
査
委
員
告
示 
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